
建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
九
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
五
号 

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

建
設
工
事
執
行
規
則
（
平
成
八
年
広
島
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
契
約
書
） 

第
九
条 

（
略
） 

     

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
た
請
負
契

約
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様

式
第
三
号
に
よ
る
建
設
工
事
変
更
請
負
契
約
書
又
は

別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
建
設
工
事
変
更
請
負
仮
契

約
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
施
工
基
準
） 

第
十
二
条 

知
事
及
び
受
注
者
は
、
契
約
書
に
基
づ
き
、 

設
計
図
書
（
図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現 

場
説
明
に
対
す
る
質
問
回
答
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。 

）
に
従
い
、
日
本
国
の
法
令
を
遵
守
し
、
契
約
を
履

行
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２―

６ 

（
略
） 

 

（
適
用
除
外
） 

第
六
十
三
条 

（
略
） 

一 

工
事
一
件
の
請
負
対
象
設
計
金
額
が
二
百
万
円

未
満
で
あ
る
こ
と
。 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
契
約
書
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
請
負
金
額
が
百
五

十
万
円
未
満
で
あ
る
指
名
競
争
契
約
又
は
随
意
契
約

を
す
る
と
き
は
、
契
約
書
の
作
成
を
省
略
し
、
請
書

そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
書
面
（
以
下
「
請
書
等
」
と

い
う
。
）
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
た
請
負

契
約
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記

様
式
第
三
号
に
よ
る
建
設
工
事
変
更
請
負
契
約
書
又

は
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
建
設
工
事
変
更
請
負
仮

契
約
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

 

（
施
工
基
準
） 

第
十
二
条 

知
事
及
び
受
注
者
は
、
契
約
書
（
請
書
等

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
き
、
設
計
図
書
（

図
面
、
仕
様
書
、
現
場
説
明
書
及
び
現
場
説
明
に
対 

す
る
質
問
回
答
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
従
い
、 

日
本
国
の
法
令
を
遵
守
し
、
契
約
を
履
行
す
る
も
の

と
す
る
。 

２―

６ 

（
略
） 

 

（
適
用
除
外
） 

第
六
十
三
条 

（
略
） 

一 

工
事
一
件
の
請
負
対
象
設
計
金
額
が
百
万
円
未

満
で
あ
る
こ
と
。 

 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


